
國學院大學学術情報リポジトリ

香取神宮神幸祭絵巻
『香取神宮神幸祭絵巻』とその諸本

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2023-02-10

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 笹生, 衛

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/00002332URL



6

『
香
取
神
宮
神
幸
祭
絵
巻
』
と
そ
の
諸
本

笹
生
　
衛

香
取
の
神　
古
代
以
来
、東
国
を
代
表
す
る
古
社
と
し
て
、

茨
城
県
鹿
嶋
市
の
鹿
島
神
宮
と
と
も
に
篤
い
信
仰
を
集
め

て
き
た
の
が
、
千
葉
県
香
取
市
の
香
取
神
宮
で
あ
る
。
古

代
に
は
、
鹿
島
神
宮
、
千
葉
県
館
山
市
の
安
房
神
社
と
な

ら
び
神
郡
が
設
定
さ
れ
、
律
令
国
家
に
と
っ
て
重
要
な
神

社
で
あ
っ
た
。

　
『
日
本
書
紀
』
神
代
下
第
九
段
第
二
の
一
書
は
、
葦
原

中
国
の
平
定
の
た
め
武
甕
槌
神
と
経
津
主
神
が
遣
わ
さ
れ

た
と
し
、
あ
わ
せ
て
「
是
の
時
、
齋
主
の
神
を
齋
の
大
人

と
号
す
。
此
の
神
、
今
東
国
の
檝
取
の
地
に
在
す
」
と
書

く
。
ま
た
、
大
同
二
年（
八
〇
七
）の
『
古
語
拾
遺
』
に
は
、

「
経
津
主
神（
こ
れ
、
磐
筒
女
神
の
子
、
今
下
総
国
香
取
の

神
こ
れ
な
り
）・
武
甕
槌
神（
こ
れ
、
甕
速
日
神
の
子
、
常

陸
国
鹿
島
の
神
こ
れ
な
り
）」と
あ
る
。香
取
神
宮
の
神
は
、

鹿
島
の
神
「
武
甕
槌
神
」
と
と
も
に
葦
原
中
国
の
平
定
を

行
っ
た
経
津
主
神
で
あ
り
、
そ
の
坐
す
地
は
香
取
＝
「
檝

取
の
地
」
で
あ
る
と
の
認
識
が
、
八
・
九
世
紀
に
は
、
す

で
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
香
取
を
、
船
の
檝か

じ

取
り
に
通
じ
る
「
檝
取
」
と

表
記
す
る
点
も
重
要
で
、
香
取
の
神
と
水
上
交
通
と
の
密

接
な
関
係
が
う
か
が
え
る
。

御
舟
祭
と
神
幸
祭　
こ
れ
と
関
連
す
る
鹿
島（
香
島
）の
神

の
説
話
が
、
古
風
土
記
の
一
つ
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
あ

る
。
同
風
土
記
の
香
島
郡
条
が
記
す
「
御
舟
祭
」
の
起
源

説
話
で
あ
る
。
倭
武
天
皇（
日
本
武
尊
）の
時
代
、
香
島
の

天
の
大
神（
香
島
の
神
）は
、
中
臣
巨
狭
山
に
「
今
、
社
の

御
舟
を（
吾
が
御
座
船
を
用
意
せ
よ
）」（
中
村
、
二
〇
一
五
）

と
の
託
宣
を
下
し
た
。託
宣
の
神
意
に
よ
り
毎
年
の
七
月
、

北
浦
に
面
す
る
大
船
津
の
「
津
宮
」
へ
と
三
隻
の
舟
を
奉

納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
だ
。「
津
宮
」
へ

船
三
隻
を
奉
納
す
る
御
船
祭
の
形
が
、
こ
こ
で
確
認
で
き

る
。

　
「
津
宮
」
へ
三
隻
の
船
を
奉
納
す
る
と
い
う
形
は
、
じ

つ
は
香
取
神
宮
の
神
幸
祭
と
同
じ
で
あ
る
。
先
に
見
た
通

り
、
古
代
以
来
、
香
取
の
神
は
、
鹿
島
の
神
と
と
も
に
信

仰
を
集
め
て
き
た
。
そ
し
て
香
取
を
「
檝
取
」
と
表
記
し
、

水
運
・
船
と
の
密
接
な
関
連
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う

な
背
景
を
考
え
る
と
、
香
取
神
宮
の
神
幸
祭
は
、
鹿
島
の

神
の
御
舟
祭
と
同
じ
く
、
香
取
の
神
と
船
・
水
上
交
通
と

の
つ
な
が
り
を
象
徴
す
る
、
古
代
以
来
の
祭
と
し
て
位
置

づ
け
て
よ
い
だ
ろ
う（
鈴
木
、
二
〇
〇
九
）。

神
幸
祭
絵
巻
の
諸
本
と
分
類　
現
在
、
香
取
神
宮
の
式
年

神
幸
祭
は
、十
二
年
ご
と
の
四
月
に
斎
行
さ
れ
て
い
る
が
、

か
つ
て
は
、
旧
暦
の
三
月
に
行
わ
れ
て
い
た
。
香
取
の
海

一
、
香
取
神
宮
の
神
幸
祭

二
、
神
幸
祭
絵
巻
の
世
界

（
現
在
は
利
根
川
）に
面
す
る
「
津つ

の

宮み
や

」「
膽ま

も
り
お男

」「
忍お

し

男お

」
の

三
社
へ
と
、
三
つ
の
船
木
を
奉
納
す
る
も
の
で
、
船
木
は

奉
納
す
る
船
を
象
徴
す
る
。
三
隻
の
船
を
津
宮
へ
奉
納
す

る
と
い
う
、『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
条
の
御
船
祭
と

同
じ
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
様
子
を
描
く
の
が
、『
香

取
神
宮
神
幸
祭
絵
巻
』（
以
下
、「
神
幸
祭
絵
巻
」）な
の
で

あ
る
。

　
「
神
幸
祭
絵
巻
」
に
は
、
現
在
、
七
種
類
の
写
本
が
知

ら
れ
て
お
り（
千
葉
県
美
、二
〇
一
五
）、そ
の
特
徴
か
ら
、

次
の
Ａ
・
Ｂ
の
二
群
に
分
類
が
可
能
で
あ
る（
笹
生
、

二
〇
一
五
）。

◎
Ａ
群
＝
①
「
権
検
非
違
使
家
本
」（
紙
本
）、
②
「
香
取

神
宮
本（
旧
多
田
家
本
）」（
紙
本
）、③「
日
本
民
藝
館
本
」

（
紙
本
）、
④
「
彰
考
館
本
」（
紙
本
・
焼
失
）。

Ａ
群
の
特
徴
＝
建
物
の
構
図
は
不
正
確
で
ゆ
が
み
が
あ

り
、
人
物
の
描
写
は
堅
く
、
一
部
は
稚
拙
な
印
象
を
与

え
る
。
一
方
で
、
主
要
な
人
物
と
建
物
・
施
設
に
注
記

を
施
し
て
い
る
。
ま
た
、「
権
検
非
違
使
家
本
」
の
神

輿（
降
り
棟
先
端
の
燕
が
四
羽
）と
正
神
殿（
柱
上
の
龍

頭
）の
表
現
は
、
文
永
八
年（
一
二
七
一
）遷
宮
の
「
香

取
社
造
営
注
文
」
と
整
合
す
る（
鈴
木
、
二
〇
〇
九
）。

さ
ら
に
「
権
検
非
違
使
家
本
」
に
は
永
正
十
三
年

（
一
五
一
六
）の
奥
書
が
あ
り
、
内
容
は
中
世
に
遡
る
と

み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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◎
Ｂ
群
＝
⑤
「
大
禰
宜
家
本
」（
紙
本
）、
⑥
「
成
田
山
仏

教
図
書
館
本
」（
紙
本
）、⑦「
國
學
院
大
學
本
」（
絹
本
）。

Ｂ
群
の
特
徴
＝
建
物
、
人
物
な
ど
の
表
現
・
構
図
が
正
確

で
描
写
は
細
か
い
反
面
、
人
物
、
建
物
な
ど
へ
の
注
記

は
全
く
な
い
。
特
に
「
大
禰
宜
家
本
」「
國
學
院
大
學
本
」

は
、
全
体
に
極
め
て
丁
寧
に
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
折
烏
帽
子
や
随
兵
の
具
足
の
形
状
に
は
近
世
的

な
特
徴
が
見
え
る（
表
紙
参
照
）。

絵
巻
の
構
成　
神
幸
祭
絵
巻
の
主
題
は
、
香
取
の
神
が
、

香
取
の
海
辺
、
津
宮
に
向
か
う
行
列
に
あ
る
。
こ
れ
ら
諸

本
の
中
で
、全
体
構
成
を
確
認
で
き
る
の
は
、Ａ
群
の「
権

検
非
違
使
家
本
」
と
、
Ｂ
群
の
「
大
禰
宜
家
本
」
で
あ
る
。

こ
の
二
点
の
絵
巻
は
、
ほ
ぼ
共
通
し
た
構
成
で
、
以
下
の

八
つ
の
情
景
が
次
々
に
展
開
す
る
祭
礼
行
列
を
描
く
。

①
香
取
の
海
辺
―
冒
頭
は
、
香
取
の
海
の
岸
辺
に
並
び
建

つ
「
津
宮
」「
膽
男
」「
忍
男
」
の
三
社
の
景
観
。

②
捧
げ
物
と
前
駆
の
一
団
―
捧
げ
物
は
、
御
船
木
を
先
頭

に
、
八
龍
神（
竜
神
を
描
い
た
翳さ

し
ば

）、
大
盾
、
神
馬
が
つ

づ
き
、
そ
の
後
を
「
田た

な

呤が
し

」、「
押
領
使
」、「
正
・
権
検

非
違
使
」、「
酒
司
」
の
社
家（
神
職
）が
前
駆
集
団
を
つ

く
り
神
幸
行
列
の
全
体
を
先
導
す
る
。

③
神
宮
寺
の
伽
藍
と
門
前
―
香
取
の
神
の
本
地
仏
、
十
一

面
観
音
の
巨
像
を
本
尊
と
す
る
金
剛
宝
寺
。
そ
の
門
前

で
行
政
官
の
国
司
代
と
、
地
頭（
武
士
）の
宮
介
が
、
神

幸
行
列
を
臨
視
す
る
。

　
　

祭
祀
の
実
施
は
、
国
の
安
寧
を
保
証
す
る
「
ま
つ
り

ご
と
」
を
具
体
的
に
示
す
行
為
で
あ
り
、
祭
祀
の
執
行

に
国
司
が
責
任
を
も
つ
と
い
う
考
え
方
が
、
古
代
以
来

の
行
政
理
念
に
は
あ
っ
た
。
下
総
国
の
行
政
権
を
代
表

す
る
国
司
代
が
臨
視
す
る（
祭
礼
の
無
事
な
執
行
を
見

届
け
る
）こ
と
は
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

④
騎
馬
姿
の
上
級
神
職（
副
祝
・
大
祝
・
物
申
祝
）、
内
院

神
主（
八
人
）、
女
性
神
職（
物
忌
・
八
乙
女
）の
一
団
―

前
駆
集
団
に
つ
づ
き
、八
人
検
杖
の
先
導
の
も
と
、男
・

女
の
神
職
が
騎
馬
で
進
む
。

　
　
「
大
祝
」
以
下
、
男
性
の
上
級
神
職
は
衣
冠
を
着
用
、

女
性
神
職
の
物
忌
・
八
乙
女
は
、
白
衣
に
市
女
笠
を
つ

け
る
。
物
忌
は
、
古
代
以
来
、
香
取
神
宮
の
祭
祀
で
重

要
な
存
在
で
あ
る
。

⑤
獅
子
と
歌
人
の
一
団
―
獅
子
は
二
匹
。
神
楽
を
奏
で
る

人
（々
腰
鼓
を
つ
け
た
四
人
、
鈴
と
鼓
を
手
に
拍
子
を

取
る
八
人
女
、
横
笛
・
銅ど

拍び
ょ
う

子し

・
太
鼓
を
鳴
ら
す
歌
人
）

が
、
一
群
を
作
り
神
輿
を
先
導
す
る
。

⑥
神
輿
―
香
取
の
神
が
乗
り
、
白
丁
の
駕
輿
丁
が
担
ぐ
。

神
輿
は
、
屋
根
に
金
色
の
鳳
凰
が
の
り
、
降
り
棟
の
先

に
燕
を
つ
け
、
軒
先
に
幡
を
吊
る
す
。
本
体
に
は
多
数

の
鏡
・
御
正
体
を
下
げ
る
。

⑦
中
核
と
な
る
神
職
の
一
団
―
大
神
主
の
先
導
で
、
衣
冠

に
威
儀
を
正
し
た
権
禰
宜
・
大
禰
宜
・
神
主
が
随
兵
を

従
え
、
神
輿
に
供
奉
す
る
。
香
取
神
宮
で
最
上
位
の
神

職
の
一
群
で
あ
る
。

⑧
留
守
役
が
残
る
香
取
神
宮
境
内
―
楼
門
・
中
門
、
正
神

殿
な
ど
の
境
内
の
建
物
を
描
写
す
る
。
楼
門
に
は
仁
王

像
が
あ
り
、
廻
廊
が
つ
く
。
正
神
殿
の
棟
に
は
鳳
凰
が

の
り
、
正
面
の
縁
に
は
獅
子
・
狛
犬
を
置
く
。
元
禄

十
三
年（
一
七
〇
〇
）に
建
築
さ
れ
た
拝
殿
は
な
い
。

絵
巻
の
成
立　
で
は
、「
神
幸
祭
絵
巻
」
の
内
容
は
、
い

つ
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
る
に
は
、「
権

検
非
違
使
家
本
」
の
次
の
奥
書
が
参
考
と
な
る
。

永
徳
年
中
に
至
る
ま
で
は
、
か
く
の
如
く
御
神
事
退

転
無
き
も
の
も
の
な
り
。
／
右
、
件
の
目
録
に
於
て

は
、
建
仁
二
年 

帳
を
以
て
、
至
徳
三
年
に
誌
を
改

む
る
も
の
な
り
。
然
れ
ば
、
ま
た
虫
喰
損
に
依
り
、

至
徳
三
年
の
帳
を
以
て
、
当
時
そ
の
旨
に
任
せ
録
を

改
む
る
の
処
な
り
。
尤
も
後
代
の
証
拠
た
る
べ
き
の

故
な
り
。
よ
っ
て
件
の
如
し
。
／
永
正
十
三
年
八
月

廿
一
日
之
を
写
し
を
は
ん
ぬ
。
案
主
／
田
所
／
録
司

代
／
大
禰
宜
散
位
大
中
臣
真
之

　

こ
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、「
神
幸
祭
絵
巻
」
の
内
容
・
構

成
は
、
十
三
世
紀
初
頭
、
建
仁
二
年（
一
二
〇
二
）ま
で
に

は
成
立
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
、
絵
巻
の
正

本（
祖
本
）は
、
至
徳
三
年（
一
三
八
六
）に
改
め
ら
れ
、
虫

損
に
よ
り
永
正
十
三
年（
一
五
一
六
）に
再
び
改
め
写
本
が

作
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。「
神
幸
祭
絵
巻
」の
内
容
は
、

鎌
倉
時
代
初
期
ま
で
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
。

神馬（上）、正神殿（下）
（『香取神宮神幸祭絵巻』）
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絵
巻
の
諸
本
系
統　
絵
巻
の
諸
本
の
な
か
で
、
Ａ
群
を
代

表
す
る
「
権
検
非
違
使
家
本
」
は
、
奥
書
か
ら
永
正
十
三

年
の
写
本
の
系
統
に
含
ま
れ
る
。
同
じ
内
容
の
「
彰
考
館

本
」
は
、
こ
の
忠
実
な
写
し
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
権
検

非
違
使
家
本
」
は
、
奥
書
末
尾
の
署
名
に
花
押
が
な
い
た

め
、
永
正
十
三
年
の
写
本
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
写

し
の
一
つ
で
あ
る
可
能
性
は
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。ま
た
、同
じ
Ａ
群
の「
香
取
神
宮
本（
旧
多
田
家
本
）」

と
「
日
本
民
藝
館
本
」
も
、
永
正
十
三
年
の
写
本
の
写
し

と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
、
Ｂ
群
の
諸
本
、
特
に
丁
寧
に
描
か
れ
た

「
國
學
院
大
學
本
」
と
「
大
禰
宜
家
本
」
に
つ
い
て
は
関

係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
史
料
が
あ
る
。
次
に
示
す
、
色
川

本
「
源
太
祝
家
文
書
」
の
「
香
取
社
御
幸
絵
巻
軸
跋
写
」

で
あ
る（『
千
葉
県
の
歴
史
』資
料
編
中
世
２
、県
内
文
書
１
）。

右
御
幸
絵
図
、
す
な
は
ち
古
よ
り
伝
は
る
と
こ
ろ
な

り
。
蓋
し
、
そ
の
神
輿
の
出
で
る
儀
列
の
厳
な
る
固

よ
り
祭
祀
の
大
な
る
も
の
に
て
、此
の
図
に
就
き
て
、

ま
た
、そ
の
盛
ん
な
る
を
見
る
べ
し
。至
徳
年
間
は
、

な
ほ
、
こ
れ
を
行
ふ
あ
り
。
し
か
る
に
そ
の
後
、
絶

へ
ぬ
。
今
、
そ
の
図
毀
損
す
る
を
以
て
、
官
こ
れ
を

修
補
せ
し
む
。
ま
た
、
そ
の
式
様
、
一
図
を
別
に
造

り
、
以
て
副
と
し
、
各
、
こ
れ
を
巻
軸
と
為
す
と
云

ふ
。
／
元
禄
十
三
年
庚
申
秋
九
月　

日
／
大
禰
宜
讃

岐
守
胤
雪　

識
。

　

現
在
の
本
殿
な
ど
を
造
営
し
た
元
禄
十
三
年
、
絵
巻
の

三
、
神
幸
祭
絵
巻
の
歴
史
的
な
背
景
と
意
義

祖
本
が
毀
損
し
て
い
た
の
で
、
修
復
し
副
本
を
製
作
し
た

と
の
内
容
だ
。
Ｂ
群
「
大
禰
宜
家
本
」「
國
學
院
大
學
本
」

の
特
徴
の
一
つ
に
近
世
的
な
表
現
が
あ
り
、
丁
寧
で
細
か

な
描
写
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
は
、
こ
の
跋
文

が
記
す
、
元
禄
十
三
年
に
製
作
し
た
副
本
、
も
し
く
は
そ

の
正
確
な
写
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
特
に
、「
國
學

院
大
學
本
」
は
、
現
在
、
確
認
で
き
る
絵
巻
の
中
で
唯
一

の
絹
本
で
、
金
泥
・
銀
泥
を
使
用
、「
大
禰
宜
家
本
」
以

上
に
細
か
な
人
物
描
写
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、「
國

學
院
大
學
本
」
が
、
こ
の
副
本
に
最
も
近
い
存
在
と
み
て

よ
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
検
討
結
果
か
ら
、
Ａ
・
Ｂ
群
の
諸
本
系
統
は
第

１
図
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

使
う
絵
巻
と
観
る
絵
巻　
で
は
、
な
ぜ
「
神
幸
祭
絵
巻
」

に
は
、
特
徴
を
異
に
す
る
Ａ
群
と
Ｂ
群
と
い
う
二
つ
の
系

統
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
は
、
絵
巻
の
異

な
る
性
格
が
う
か
が
え
る
。

　

Ａ
群
の
性
格
は
、「
権
検
非
違
使
家
本
」
の
袖
書
か
ら

明
確
と
な
る
。
袖
書
に
は
「
当
日
の
共（
供
）奉
の
事
、
次

第
は
堅
く
此
の
図
籍
に
任
せ
、
後
日
の
異
論
に
及
ぶ
な
か

れ
と
云
々
」
と
あ
る
。
こ
の
絵
巻
は
、
神
幸
祭
で
誰
が
ど

の
様
な
装
束
を
着
け
、
ど
こ
に
並
ぶ
か
と
い
う
情
報
を
、

正
確
に
伝
え
る
こ
と
を
目
的
に
製
作
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

こ
こ
に
、
人
物
な
ど
に
加
え
た
注
記
の
意
味
が
あ
る
。
Ａ

群
の
絵
巻
は
、
ま
さ
に
神
幸
祭
を
行
う
た
め
に
「
使
う
絵

巻
」
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
Ｂ
群
の
性
格
は
、「
香
取
大
禰
宜
家
日
記
」（『
史

料
纂
集　

古
記
録
編
一
〇
一
』）元
禄
十
三
年
八
月
七
日
に

の
せ
る
、
寺
社
奉
行
へ
の
窺
い
書
き
の
次
の
一
節
で
推
定

で
き
る
。

一
、
当
社
惣
絵
図
な
ら
び
祭
礼
の
巻
絵
図
、
先
達
て
御

披
見
に
も
入
れ
奉
り
候
。
殊
の
ほ
か
損
じ
申
し
候
。

是
は
御
神
宝
同
前
の
儀
に
御
座
候
あ
ひ
だ
、
御
修
理

料
金
を
以
て
修
覆
な
ら
び
写
し
等
を
加
へ
つ
か
へ
ま

つ
り
差
し
置
き
申
し
た
く
願
ひ
奉
り
候
事
。

　

こ
こ
の
「
祭
礼
の
巻
絵
図
」
は
「
香
取
神
宮
神
幸
祭
絵

巻
」、「
当
社
惣
絵
図
」
は
「
香
取
神
宮
境
内
古
絵
図
」
に

当
た
る
。
絵
巻
と
境
内
絵
図
を
「
御
披
見
に
も
入
れ
奉
り

候
」
の
上
で
、
修
理
し
写
し（
副
本
）を
作
っ
て
お
り
、
先

の
跋
文
の
内
容
と
整
合
す
る
。
こ
の
記
事
内
容
に
加
え
、

Ｂ
群
「
國
學
院
大
學
本
」「
大
禰
宜
家
本
」
の
丁
寧
で
美
し

い
描
き
方
か
ら
は
、Ｂ
群
は
観
賞
用
の
絵
巻
、「
観
る
絵
巻
」

と
い
う
性
格
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
Ｂ
類
の
絵
巻
は
、

祭
礼
行
列
が
盛
ん
で
あ
っ
た
往
時
を
美
し
く
華
や
か
に
伝

え
る
と
い
う
役
目
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第１図『香取神幸祭絵巻』諸本系統図

永年13年（1516）
に写し。

・

元禄13年（1700）
に修補。

13世紀の内容を受けつぎ14世紀後半、永徳年
間頃までに成立か。（権検非違使家本奥書から）

副本製作。

正本（祖本）

日本民藝館本

香取神宮本（旧多田家本）
彰考館本

國學院大學本 大禰宣家本

成田山仏教図書館本

大禰宣大中臣真之等の署名あり。
（花押が書かれていたか）

？

？

A群

B群

？

権検非違使家本
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神
幸
祭
絵
巻
と
祭
礼
行
列　
も
う
一
つ
、「
神
幸
祭
絵
巻
」

に
は
、
大
き
な
歴
史
的
な
意
義
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
世

初
期
、
東
国
の
一
宮
で
行
わ
れ
た
祭
礼
、
特
に
神
幸
行
列

の
実
態
を
伝
え
て
い
る
点
だ
。
神
幸
行
列
の
構
成
は
、
先

頭
に
捧
げ
物（
船
木
・
神
馬
な
ど
）、
つ
づ
い
て
神
輿
を
先

導
す
る
獅
子
と
神
楽
、
神
霊
が
乗
る
神
輿
、
そ
の
後
ろ
に

中
核
と
な
る
神
職
が
供
奉
す
る
、
と
い
う
形
で
あ
る
。

　

こ
の
構
成
は
、十
二
世
紀
中
頃
、永
万
元
年（
一
一
六
五
）

頃
に
成
立
し
た
『
年
中
行
事
絵
巻
』
が
伝
え
る
「
稲
荷
祭
」

や
「
祇
園
御
霊
会
」
の
祭
礼
行
列
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
祭
祀
は
、
岡
田
莊
司
氏
が
触
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に

（
岡
田
莊
司
「
御
旅
所
祭
祀
」
参
照
）、
平
安
京
中
を
神
輿
が
御
旅
所

へ
渡
御
す
る
「
御
旅
所
祭
祀
」
の
典
型
例
で
あ
る
。
共
通

点
は
、
行
列
の
構
成
だ
け
で
は
な
い
。「
祇
園
御
霊
会
」

の
鳳
輦
・
神
輿
の
形
状
、
降
り
棟
に
燕
を
付
け
、
瑞
垣
で

囲
む
構
造
は
、
神
幸
祭
絵
巻
の
神
輿
と
共
通
し
、
市
女
笠

を
か
ぶ
る
騎
馬
の
巫
女
は
、
同
じ
姿
の
物
忌
・
八
乙
女
に

対
応
す
る
。
さ
ら
に
、「
稲
荷
祭
」
で
騎
馬
の
巫
女
が
差

す
風
流
傘
は
、「
神
幸
祭
絵
巻
」
で
上
級
神
職
に
差
し
掛

け
る
風
流
傘
と
類
似
す
る（
表
紙
参
照
）。

　
「
神
幸
祭
絵
巻
」
の
内
容
は
、「
権
検
非
違
使
家
本
」
の

奥
書
か
ら
、
建
仁
二
年（
一
二
〇
二
）ま
で
遡
る
と
考
え
ら

れ
、『
年
中
行
事
絵
巻
』と
の
年
代
的
な
隔
た
り
は
少
な
い
。

「
神
幸
祭
絵
巻
」
が
描
く
祭
礼
行
列
に
は
、
平
安
時
代
末

期
の
平
安
京
で
行
わ
れ
た
都
ぶ
り
の
祭
礼
行
列
が
多
分
に

影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
下
総
国
一

宮
で
あ
る
香
取
神
宮
の
神
幸
祭
は
、
国
司
代
の
臨
視
が

あ
っ
た
よ
う
に
下
総
国
司
と
密
接
に
関
係
し
た
。
東
国
の

祭
礼
に
都
ぶ
り
の
要
素
を
持
ち
込
ん
だ
背
景
に
は
、
こ
の

国
司
と
一
宮
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

香
取
の
神
は
、
鹿
島（
香
島
）の
神
と
と
も
に
、
東
国
の

水
陸
の
要
衝
、
香
取
の
海
に
面
し
て
祀
ら
れ
た
国
家
的
に

重
要
な
神
で
あ
っ
た
。
鹿
島
神
宮
で
は
「
津
宮
」
へ
船
を

奉
納
す
る
「
御
船
祭
」
が
、
そ
の
神
格
を
象
徴
す
る
祭
り

で
あ
り
、
こ
の
伝
統
は
、
香
取
神
宮
の
場
合
、「
神
幸
祭
」

と
し
て
古
代
か
ら
中
世
へ
と
受
け
つ
が
れ
た
。
そ
の
中
世

の
盛
儀
を
今
に
伝
え
る
の
が
、『
香
取
神
宮
神
幸
祭
絵
巻
』

な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
神
幸
祭
絵
巻
」
は
、
祭
礼
研
究
の
新
た
な

可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
従
来
、
祭
礼
研
究
は
、
民
俗
学

的
な
研
究
が
主
流
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
年
代

を
確
定
で
き
る
絵
画
資
料
で
、
都
か
ら
地
方
へ
祭
礼
の
構

成
が
伝
わ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
事
例
と
し
て
「
神
幸

祭
絵
巻
」
の
価
値
は
、
極
め
て
高
い
。「
神
幸
祭
絵
巻
」

が
描
く
祭
礼
行
列
の
構
成
は
、
現
在
で
も
各
地
の
神
輿
渡

御
に
み
ら
れ
る
も
の
だ
。「
神
幸
祭
絵
巻
」
の
分
析
を
も

と
に
、現
代
の
祭
礼
へ
と
新
た
な
視
点
で
光
を
当
て
れ
ば
、

中
・
近
世
以
来
の
歴
史
的
な
背
景
と
意
味
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
、

こ
の
視
点
で
の
研
究
を
進
め
て
み
た
い
。
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